
応募資格

　
テーマ「男女共同参画社会のあり方」についての意見・提言を、
800字程度にまとめて記入してください。　　

※
応募書類は返却しません。なお、応募にあたっての費用（郵便料
金、交通費等）は支給しません。

○
郵送の場合は、締切日の消印があるものまで受け付けます。（封筒の余
白に「鴨川市男女共同参画推進審議会委員応募」と朱書きしてくださ
い。）

○
持参の場合は、市役所３階の総務課秘書広報室で受け付けます（受付
は平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）

結果通知

鴨川市横渚１４５０

鴨川市企画総務部総務課

電話　０４－７０９３－７８２７

鴨川市男女共同参画推進審議会公募委員の募集要項

附属機関等の名称 　鴨川市男女共同参画推進審議会

目　　　　的
　本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るため、男女共同参画に関する計画の策定や推進、各種施策の実施等に
ついて、調査や審議を行うものです。

委員の任期 　委嘱の日から令和９年３月31日まで

募集人員 　２人

　鴨川市に在住する満20歳以上（応募日現在）の方。ただし、本市の
他の審議会等の委員を３つ以上兼務している方を除きます。　　

　公募申込書（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　小論文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　応募は、郵送又は持参により受け付けます。

　締切は、令和７年５月23日（金）とします。

　選考委員会を設置し、その審査を経て決定します。

　選考は公募申込書で行いますが、必要に応じて面接を行う場合があります。

　決定後、書面で通知します。

　会議は、令和７年は１回、令和８年は４回程度の開催を予定。

　会議は、原則公開とします。

　会議に出席していただいた際は、市の規定により報酬及び交通費を支給
します。

　〒２９６－８６０１
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